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�

告

示

青
森
県
告
示
第
五
百
九
十
二
号

青
森
県
農
林
漁
業
災
害
経
営
資
金
融
通
助
成
条
例

(

昭
和
五
十
三
年
三
月
青
森
県
条
例
第
三
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
年
四
月
十
二
日
、
同
月
十
三
日
、
同
月
二
十
一
日
、
同

月
二
十
二
日
、
同
月
二
十
六
日
、
同
年
五
月
十
二
日
及
び
同
月
十
三
日
の
降
霜
並
び
に
同
月
二
十
六

日
及
び
同
年
六
月
十
三
日
の
降
ひ
ょ
う
を
同
項
の
農
業
関
連
天
災
と
し
て
指
定
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
九
十
三
号

平
成
二
十
年
八
月
二
十
二
日
青
森
県
告
示
第
五
百
九
十
二
号
を
も
っ
て
農
業
関
連
天
災
と
し
て
指

定
し
た
平
成
二
十
年
四
月
十
二
日
、
同
月
十
三
日
、
同
月
二
十
一
日
、
同
月
二
十
二
日
、
同
月
二
十

六
日
、
同
年
五
月
十
二
日
及
び
同
月
十
三
日
の
降
霜
並
び
に
同
月
二
十
六
日
及
び
同
年
六
月
十
三
日

の
降
ひ
ょ
う
に
関
し
、
青
森
県
農
林
漁
業
災
害
経
営
資
金
融
通
助
成
条
例

(

昭
和
五
十
三
年
三
月
青

森
県
条
例
第
三
号)

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
果
樹
の
栽
培
面
積
等
を
定
め
た
の
で
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

果
樹
の
栽
培
面
積

青
森
県
農
林
漁
業
災
害
経
営
資
金
融
通
助
成
条
例

(

以
下

｢

条
例｣

と
い
う
。)

第
二
条
第
一

項
の
知
事
が
定
め
る
面
積
は
、
果
樹
に
つ
き
、
五
ア
ー
ル
と
す
る
。

二

農
機
具
の
範
囲

条
例
第
二
条
第
三
項
の
知
事
が
定
め
る
農
機
具
は
、
購
入
価
額
が
十
二
万
円
以
下
の
農
機
具
と

す
る
。

三

経
営
資
金
の
貸
付
期
間

条
例
第
二
条
第
三
項
の
知
事
が
定
め
る
期
間
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
一
月
三
十
一

日
ま
で
と
す
る
。

四

経
営
資
金
の
貸
付
限
度
額

１

条
例
第
二
条
第
三
項
第
一
号
の
知
事
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
額
は
、
同
条
第

一
項
の
市
町
村
長
が
認
定
す
る
損
失
額
に
百
分
の
四
十
五

(

果
樹
栽
培
者

(

そ
の
行
う
農
業
に

つ
い
て
、
果
樹
の
栽
培
を
主
な
業
務
と
し
、
か
つ
、
同
項
の
市
町
村
長
が
認
定
す
る
損
失
額
の

う
ち
果
樹
の
栽
培
に
係
る
部
分
が
そ
の
百
分
の
五
十
以
上
で
あ
る
被
害
農
業
者

(

条
例
第
二
条

第
一
項
の
被
害
農
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

に
果
樹
の
栽
培
に

必
要
な
資
金
と
し
て
貸
し
付
け
ら
れ
る
場
合
は
、
百
分
の
五
十
五)

を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

２

条
例
第
二
条
第
三
項
第
一
号
の
知
事
が
定
め
る
額
は
、
別
表
一
の
と
お
り
と
す
る
。

五

知
事
が
定
め
る
資
金

条
例
第
二
条
第
三
項
第
一
号
の
知
事
が
定
め
る
資
金
は
、
果
樹
の
栽
培
に
必
要
な
資
金

(

果
樹

栽
培
者
に
貸
し
付
け
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下

｢

指
定
資
金｣

と
い
う
。)

と
す
る
。

六

知
事
が
定
め
る
法
人

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

青 森 県 報平成20年８月22日 金曜日 第2975号1

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
	



�
�
	


�
�
�
�
�
�
�
�
�



( )

条
例
第
二
条
第
三
項
第
一
号
の
知
事
が
定
め
る
法
人

(

以
下

｢

指
定
法
人｣

と
い
う
。)

は
、

次
に
掲
げ
る
法
人
と
す
る
。

１

農
事
組
合
法
人

２

農
事
組
合
法
人
の
ほ
か
、
農
業
を
主
な
業
務
と
す
る
法
人

(

そ
の
構
成
員
の
す
べ
て
が
同
一

世
帯
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。)

で
そ
の
常
時
使
用
す
る
従
業
者
の
数
が
三
十
人
以
下
の
も
の

七

経
営
資
金
の
償
還
期
限

条
例
第
二
条
第
三
項
第
二
号
の
知
事
が
定
め
る
期
限
は
、
別
表
二
の
と
お
り
と
す
る
。

八

特
別
被
害
地
域
の
指
定

条
例
第
二
条
第
四
項
第
一
号
の
知
事
が
指
定
す
る
区
域
は
、
別
表
三
の
と
お
り
と
す
る
。

九

経
営
資
金
の
総
額

条
例
第
四
条
の
知
事
が
定
め
る
額
は
、
八
億
円
と
す
る
。

別
表
一

別
表
二

別
表
三

青
森
県
告
示
第
五
百
九
十
四
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
公
示
し
、
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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貸

付

け

の

区

分

額

一

指
定
法
人
に
貸
し
付
け
ら
れ
る
場
合

二

指
定
資
金
と
し
て
貸
し
付
け
ら
れ
る
場
合

(

一
に
該
当

す
る
場
合
を
除
く
。)

三

一
又
は
二
に
該
当
す
る
場
合
以
外
の
場
合

二
千
万
円

(

指
定
資
金
と
し

て
貸
し
付
け
ら
れ
る
と
き
に

限
り
、
二
千
五
百
万
円)

五
百
万
円

二
百
万
円

貸

付

け

の

区

分

期

限

一

条
例
第
二
条
第
二
項
の
特
別
被
害
農
業
者
で
同
条
第
四
項
第
一
号
の
特
別
被

害
地
域
内
に
お
い
て
農
業
を
営
む
も
の
に
貸
し
付
け
ら
れ
る
場
合

二

開
拓
者
又
は
条
例
第
二
条
第
三
項
第
三
号
の
市
町
村
長
の
認
定
を
受
け
た
被

害
農
業
者
に
貸
し
付
け
ら
れ
る
場
合

(

一
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。)

三

指
定
資
金
と
し
て
貸
し
付
け
ら
れ
る
場
合

(

一
又
は
二
に
該
当
す
る
場
合
を

除
く
。)

四

一
か
ら
三
ま
で
に
該
当
す
る
場
合
以
外
の
場
合

六

年

五

年

五

年

三

年

一

青
森
市
の
区
域
の
う
ち
、
昭
和
二
十
八
年
九
月
三
十
日
現
在
に
お
け
る
野
沢
村
及
び
七

和
村
の
区
域

二

黒
石
市
の
区
域
の
う
ち
、
昭
和
二
十
八
年
九
月
三
十
日
現
在
に
お
け
る
山
形
村
及
び
浅

瀬
石
村
の
区
域

三

平
川
市
の
区
域
の
う
ち
、
昭
和
二
十
八
年
九
月
三
十
日
現
在
に
お
け
る
尾
上
町
大
字
新

屋
町
及
び
金
屋
、
猿
賀
村
、
尾
崎
村
大
字
尾
崎
、
竹
舘
村
並
び
に
碇
ケ
関
村
の
区
域

四

藤
崎
町
の
区
域
の
う
ち
、
昭
和
二
十
八
年
九
月
三
十
日
現
在
に
お
け
る
藤
崎
町
、
十
二

里
村
、
常
盤
村
、
富
木
舘
村
及
び
畑
岡
村
の
区
域

五

板
柳
町
の
区
域
の
う
ち
、
昭
和
二
十
八
年
九
月
三
十
日
現
在
に
お
け
る
板
柳
町
、
小
阿

弥
村
、
沿
川
村
、
畑
岡
村
及
び
六
郷
村
の
区
域

六

八
戸
市
の
区
域
の
う
ち
、
昭
和
二
十
八
年
九
月
三
十
日
現
在
に
お
け
る
中
沢
村
の
区
域

七

三
戸
町
の
区
域
の
う
ち
、
昭
和
二
十
八
年
九
月
三
十
日
現
在
に
お
け
る
留
崎
村
の
区
域

八

南
部
町
の
区
域
の
う
ち
、
名
久
井
村
大
字
上
名
久
井
、
下
名
久
井
、
平
、
鳥
舌
内
、
鳥

谷
及
び
法
光
寺
、
向
村
大
字
大
向
及
び
小
向
、
平
良
崎
村
大
字
沖
田
面
並
び
に
田
部
村
大

字
埖
渡
の
区
域

届

出

事

項

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

加
入
区
の

名

称

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

期

間

場

所

車
力

つ
が
る
市
豊
富
町
千
貫
四
九
番
地
二

�

場

周
次
郎

つ
が
る
市
富
萢
町
清
水
二
六
番
地

松

野

昭

一

平
成
二
十
年
八

月
二
十
二
日
か

ら
同
年
九
月
五

日
ま
で

車
力
漁
業
協

同
組
合



( )

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
八
月
六
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
黒
石
福
祉
サ
ー
ビ
ス

三

代
表
者
の
氏
名

山
本

真

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

黒
石
市
追
子
野
木
三
丁
目
二
一
五
の
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
黒
石
市
及
び
周
辺
市
町
村
民
を
対
象
に
、
高
齢
化
に
伴
う
身
体
的
精
神
的
理
由

に
よ
り
支
援
を
必
要
と
す
る
人
、
も
し
く
は
そ
の
家
族
に
対
し
て
、
必
要
な
介
護
支
援
に
関
す
る

事
業
を
行
い
、
も
っ
て
社
会
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

肥
料
の
登
録

肥
料
取
締
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号)

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十

年
八
月
十
四
日
次
の
肥
料
を
登
録
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

中
村
川
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業

(

た
め
池
等
整
備
事
業

(

用
排
水
施
設
整
備))

計
画
を
変
更

し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、

次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
年
八
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
九
月
二
十
二
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

鰺
ケ
沢
町
役
場
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つ
が
る
市
牛
潟
町
鷲
野
沢
二
九
番
地
三
〇

四

尾

野

明

彦

登
録
番
号

肥
料
の

種

類

肥
料
の

名

称

保
証
成
分
量

(

パ
ー
セ
ン
ト)

そ
の
他
の

規

格

生
産
業
者
の
氏
名

又
は
名
称
及
び
住
所

青
森
県
第

三
六
四
号

加
工
家
き

ん
ふ
ん
肥

料

発
酵
鶏
ふ

ん

窒
素
全
量四
・
〇

り
ん
酸
全
量
三
・
〇

加
里
全
量二
・
〇

公
定
規
格

の
と
お
り

株
式
会
社
あ
す
な
ろ

フ
ァ
ー
ム

八
戸
市
大
字
大
久
保

字
町
畑
西
ノ
平
一
五

の
八

青
森
県
第

三
六
五
号

化
成
肥
料

有
機
一
〇

〇
％
完
熟

肥
料

窒
素
全
量五
・
〇

り
ん
酸
全
量
四
・
〇

加
里
全
量二
・
〇

公
定
規
格

の
と
お
り

株
式
会
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